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漢
代
に
お
け
る
国
家
財
政
に
つ
い
て

楠

山

修

作

　
わ
が
国
に
お
け
る
中
国
経
済
史
の
開
拓
者
加
藤
繁
氏
の
名
論
文
「
漢
代
に

於
け
る
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
の
区
別
並
に
帝
室
財
政
一
斑
」
は
、
漢
代

に
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
の
区
別
が
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
、
帝
室
財
政
の

収
入
、
支
出
、
機
関
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
論

の
部
分
に
お
い
て
、
国
家
財
政
の
収
入
、
支
出
等
に
つ
い
て
も
若
干
触
れ
て

　
　
　
①

お
ら
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
加
藤
氏
は
、
国
家
財
政
を
ど
の
よ
う
に
掘
精
し
て
お
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
私
が
此
処
に
国
家
財
政
と
い
う
の
は
、
（
略
）
天
下
統
治
の
眺
め
の
財

　
　
政
を
指
し
、
帝
室
財
政
と
い
う
の
は
、
（
略
）
天
子
個
人
と
し
て
の
生
活

　
　
な
り
立
場
な
り
の
為
め
に
運
転
さ
れ
る
財
政
を
指
す
。
国
家
と
い
い
帝

　
　
室
と
い
う
の
は
、
便
宜
上
現
代
慣
用
の
言
葉
を
使
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の

　
　
で
あ
っ
て
、
或
は
天
子
の
公
的
財
政
・
私
的
財
政
と
名
づ
け
て
も
よ

　
　
⑱
。

　
　
し

　
「
国
家
財
政
」
と
い
う
加
藤
氏
の
命
名
は
、
き
わ
め
て
妥
当
な
も
の
で
あ

る
、
と
考
え
る
が
、
氏
自
身
は
、
そ
の
「
国
家
」
に
つ
い
て
、
右
の
文
以
上

の
追
求
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
「
国
家
財
政
」
と
い
う
場
合
の
氏
の

国
家
観
は
、
帝
室
財
政
を
説
く
な
か
で
自
ら
表
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
氏

は
、
帝
室
財
政
の
支
繊
の
項
目
と
し
て
、
「
賞
賜
の
費
」
を
掲
げ
て
お
ら
れ

る
が
、
通
常
の
賞
賜
は
帝
室
財
政
か
ら
支
出
さ
れ
る
と
し
て
も
、
特
別
の
場

合
は
国
家
財
政
か
ら
支
出
さ
れ
、
殊
に
外
征
の
際
の
恩
賞
に
つ
い
て
は
、
国

家
財
政
か
ら
支
出
さ
れ
た
、
と
解
し
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ

　
　
③

て
い
る
。

　
　
　
私
は
功
労
に
酬
い
る
為
め
の
賞
賜
が
内
幣
に
依
っ
た
こ
と
を
前
に
述
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べ
た
。
此
の
標
準
か
ら
言
え
ば
、
飼
奴
の
首
虜
を
得
た
軍
士
へ
の
行
賞

　
　
も
や
は
り
内
学
に
依
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
人
若
し

　
　
く
は
数
人
に
対
す
る
数
十
金
乃
至
数
千
金
の
賞
賜
と
、
幾
千
万
人
に
対

　
　
す
る
数
十
万
金
の
賞
賜
と
が
異
っ
た
取
扱
を
受
け
る
の
は
怪
し
む
に
足

　
　
ら
ぬ
。
私
は
、
痢
奴
征
伐
の
如
き
大
戦
争
の
際
に
於
け
る
行
賞
の
費
は

　
　
大
司
農
か
ら
支
出
さ
れ
る
の
が
原
則
で
、
少
府
か
ら
支
面
す
る
の
は
寧

　
　
ろ
例
外
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
る
。

　
茂
は
、
自
ら
命
名
さ
れ
た
「
国
家
」
の
名
に
牽
か
れ
て
、
国
家
財
政
を
帝

室
財
政
を
凌
駕
す
る
大
規
模
な
も
の
と
考
え
て
お
ら
れ
た
よ
う
に
閉
せ
ら
れ

る
。
氏
は
、
国
家
財
政
を
扱
う
大
司
農
の
歳
入
と
帝
室
財
政
を
扱
う
少
府
の

そ
れ
と
を
比
較
し
て
、
少
府
の
収
入
の
大
き
な
こ
と
に
意
外
の
感
を
抱
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

た
ら
し
く
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
　
　
抑
も
少
府
は
天
子
の
私
用
に
充
つ
べ
き
小
蔵
の
義
で
あ
る
。
故
に
嘗

　
　
て
少
府
の
創
設
さ
れ
た
時
代
に
は
そ
の
収
入
は
大
司
農
の
収
入
よ
り
遙

　
　
に
僅
少
で
あ
り
、
支
出
も
同
様
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
秦
か
ら
漢
に
亙

　
　
っ
て
少
府
の
会
計
は
次
第
に
膨
脹
し
た
で
あ
ろ
う
。

　
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
の
比
較
は
、
そ
の
量
、
規
模
に
お
い
て
で
な

く
、
そ
の
本
質
的
な
性
格
の
相
違
に
お
い
て
な
す
べ
き
で
あ
る
、
と
私
は
考

え
る
。

　
加
藤
氏
の
先
駆
的
業
績
に
敬
意
を
払
う
の
に
吝
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
国

家
財
政
の
理
解
、
把
握
に
関
し
て
は
、
今
か
ら
観
れ
ば
、
種
々
の
問
題
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
図
家
財
政
に
つ
い
て
の
加
藤
説
を
検
討
批

判
し
て
そ
の
実
態
を
究
明
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
国
古
代
国
家
の
性
格
、
構

造
を
解
明
す
る
こ
と
を
昌
的
と
す
る
。
な
お
、
本
稿
で
取
扱
う
蒔
代
は
、
漢

代
と
言
っ
て
も
主
と
し
て
前
漢
武
古
稀
以
前
、
つ
ま
り
前
漢
前
半
期
に
限
る

こ
と
を
始
め
に
断
わ
っ
て
お
き
た
い
。

　
①
　
『
東
洋
学
報
』
八
の
一
、
九
の
一
・
二
、
一
九
一
八
一
九
、
同
氏
『
支
那
経
済

　
　
史
考
証
』
上
所
収
。

　
②
同
右
3
6
ペ
ー
ジ
。

　
③
同
玉
門
ぺ
！
ジ
。

　
④
　
　
同
右
網
縄
ペ
ー
ジ
。

二

　
加
藤
氏
に
従
っ
て
、
国
家
財
政
の
収
入
の
主
な
項
目
の
み
を
挙
げ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
①

次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
（
一
）
田
租
　
（
二
）
算
賦
　
（
三
）
更
賦
　
（
四
）
算
醤
及
び
市
隠
　
（
五
）
算

　
　
車
船
　
（
六
）
算
馬
牛
馬
　
（
七
）
塩
鉄
専
売
の
収
入
　
（
八
）
確
酷
の
収
入

　
　
（
九
）
均
輸
の
収
入
　
（
十
）
売
爵
の
収
入

　
右
の
う
ち
、
（
四
）
の
急
落
以
下
は
大
抵
武
帝
の
時
に
創
設
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
前
漢
一
代
の
有
力
な
財
源
と
な
っ
た
の
は
、
（
一
）
、
（
二
）
、
（
三
）
及

び
（
七
）
（
武
帝
以
後
）
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
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加
藤
氏
は
、
国
家
財
政
の
収
入
の
中
に
田
租
を
含
ま
せ
て
お
ら
れ
る
が
、

は
た
し
て
、
こ
れ
は
適
当
で
あ
ろ
う
か
。
氏
が
、
海
難
に
国
家
財
政
と
帝
室

財
政
と
の
区
別
が
あ
っ
た
証
左
と
し
て
、
ま
ず
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
史
記
巻

30

ｽ
準
書
の
次
の
一
文
で
あ
る
（
A
、
B
は
便
宜
上
筆
者
が
附
し
た
）
。

　
　
（
A
）
監
吏
禄
。
度
官
用
。
以
賦
於
民
。
（
B
）
而
山
川
園
池
市
井
租
税
之

　
　
入
。
自
天
子
以
至
封
君
湯
沐
邑
。
皆
各
為
私
奉
養
焉
。
不
領
於
天
下
之

　
　
経
費
。

　
　
（
（
A
）
吏
禄
を
量
り
、
官
用
を
度
っ
て
、
以
っ
て
民
に
賦
す
。
（
B
）
而

　
　
う
し
て
山
川
・
園
池
・
市
井
の
租
税
の
入
は
、
天
子
よ
り
以
っ
て
封
君

　
　
の
群
肝
の
邑
に
至
る
ま
で
、
皆
各
々
、
私
の
奉
養
と
為
し
て
、
天
下
の

　
　
経
費
を
領
さ
ず
）

　
加
藤
氏
は
、
右
の
（
A
）
の
部
分
が
国
家
財
政
を
、
（
B
）
の
部
分
が
帝
蜜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

財
政
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
た
。

　
　
　
此
の
文
の
意
味
は
、
吏
禄
・
官
用
即
ち
国
政
の
費
用
は
、
一
般
人
民

　
　
か
ら
出
す
租
税
即
ち
田
租
・
算
賦
等
を
以
っ
て
充
て
、
天
子
の
奉
養
の

　
　
費
は
、
山
川
園
池
市
井
の
租
税
を
以
っ
て
充
て
（
略
）
た
と
い
う
こ
と

　
　
に
外
な
ら
ぬ
。
（
略
）
国
費
と
宮
廷
費
と
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
財
源
の
一

　
　
定
さ
れ
た
こ
と
を
明
白
に
伝
え
て
居
る
。

　
さ
ら
に
、
田
稚
が
国
家
財
政
に
属
し
た
傍
証
と
し
て
、
加
藤
氏
は
、
衛
宏

の
漢
官
業
儀
に

　
　
　
民
田
積
弼
藁
。
以
給
経
用
。
備
凶
年
。
山
沢
魚
塩
市
税
。
以
給
私
用
。

　
　
（
民
の
田
は
蕩
藁
を
積
み
、
以
っ
て
経
用
に
給
し
、
凶
年
に
備
う
。
山

　
　
沢
・
魚
塩
・
市
の
税
は
、
以
っ
て
私
用
に
給
す
）

と
あ
る
の
を
引
き
、
文
頭
の
「
民
田
積
」
は
、
漢
官
儀
に

　
　
　
田
租
萄
藁
。
以
声
調
用
。
凶
年
。
山
沢
魚
塩
市
税
。
少
府
以
下
私
用

　
　
也
。

と
あ
る
故
に
、
「
民
田
租
」
と
す
る
の
が
正
し
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
田
租
を
国
家
財
政
の
収
入
に
含
む
と
解
す
る
加
藤
説
に
反
対
を
表
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

さ
れ
た
の
は
、
好
並
隆
司
氏
で
あ
る
。
氏
は
、
漢
書
巻
2
4
食
貨
木
上
に

　
　
　
有
賦
有
税
。
税
謂
公
田
什
一
。
及
工
商
衡
虞
説
話
也
。
賦
共
車
馬
兵

　
　
甲
士
徒
之
役
。
充
実
府
庫
。
賜
予
之
用
。
税
給
万
考
宗
廟
百
神
之
祀
。

　
　
天
子
奉
養
。
百
官
禄
食
。
庶
事
之
費
。
年
二
十
受
田
。
六
十
帰
田
。

　
　
（
賦
あ
り
、
税
あ
り
。
税
と
は
、
公
田
の
什
一
及
び
工
商
活
塞
よ
り
の

　
　
入
を
謂
う
。
賦
は
、
車
馬
・
甲
兵
・
士
徒
の
役
に
供
し
、
府
庫
を
充
実

　
　
し
、
金
山
の
用
と
す
。
税
は
、
郊
野
・
宗
廟
・
謎
語
の
祀
・
天
子
の
奉

　
　
養
・
百
官
の
箪
食
・
庶
事
の
費
に
給
す
。
年
二
十
に
し
て
田
を
受
け
、

　
　
六
十
学
派
て
田
を
帰
す
）

と
あ
る
の
を
引
き
、
前
記
平
準
書
の
「
（
A
）
量
吏
禄
。
度
官
用
。
以
賦
於

民
」
の
「
吏
禄
」
、
「
官
用
」
は
、
右
の
食
貨
志
記
載
の
「
鷺
宮
詫
言
」
、
「
庶

事
之
費
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
く
、
こ
れ
は
す
べ
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て
税
の
支
出
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
平
準
書
の
文
を
（
A
）
と

（
B
）
と
の
二
つ
に
切
る
加
藤
氏
の
読
み
方
は
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
の
区
別

は
必
要
な
い
こ
と
と
な
る
、
と
論
じ
、
平
準
書
の
（
A
）
、
（
B
）
の
部
分
は

と
も
に
帝
室
財
政
に
関
す
る
叙
述
と
心
な
し
て
よ
い
、
と
主
張
さ
れ
た
。
ま

た
、
加
藤
氏
が
傍
証
と
し
て
引
か
れ
た
漢
官
業
儀
の
文
も
、
原
文
の
「
民
田

積
蕩
藁
」
が
正
し
く
、
蕩
藁
（
わ
ら
）
は
、
軍
馬
の
飼
料
と
し
て
経
用
”

国
家
財
政
負
担
と
考
え
ら
れ
、
租
と
は
区
分
し
て
と
ら
え
る
べ
き
も
の
で

あ
る
、
と
さ
れ
た
。
そ
う
し
て
、
好
並
氏
は
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
ら
れ

④
る
。

　
　
　
田
租
が
国
家
財
政
に
入
る
と
い
う
従
来
の
定
説
は
漢
代
に
お
い
て
大

　
　
司
農
が
田
租
を
扱
う
と
い
う
常
識
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、

　
　
上
述
の
検
討
に
よ
っ
て
そ
れ
は
必
ず
し
も
確
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、

　
　
か
え
っ
て
史
記
平
準
書
、
漢
書
食
貨
志
の
比
較
に
よ
る
と
、
田
租
は
帝

　
　
室
財
政
に
入
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
少
く
と
も
前
漢
期
に
お
い
て

　
　
は
正
し
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
例
え
ば
、
漢
書
巻
六
四
上
厳
助

　
　
伝
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
生
民
之
属
。
皆
為
臣
妾
。
人
徒
三
号
足
以
魚
子
官
之
供
。
租
税
之
収
足

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
以
給
乗
輿
之
御
。

　
　
と
あ
る
傍
点
部
分
は
上
述
の
見
解
か
ら
き
わ
め
て
素
直
に
読
み
と
れ
る

　
　
の
で
あ
る
。

　
田
租
を
国
家
財
政
か
ら
排
除
し
、
帝
室
財
政
の
収
入
に
属
す
る
と
し
た
好

並
氏
の
見
解
は
、
非
常
な
卓
見
で
あ
る
、
と
私
は
思
う
。
実
を
雷
え
ば
、
缶

租
が
、
原
来
帝
室
財
政
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
つ
と
に
指
摘
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

た
の
は
、
宮
崎
市
定
氏
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
氏
は
加
藤
説
を
そ
の
ま
ま
継

い
で
、
本
代
の
田
租
は
国
家
財
政
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
、
「
（
漢
代
の
税
又

は
租
と
名
の
つ
く
も
の
の
う
ち
）
、
只
田
租
丈
が
国
家
財
政
に
入
り
、
他
が

凡
て
帝
蜜
財
政
に
入
る
が
、
恐
ら
く
田
租
は
あ
る
時
期
に
帝
室
財
政
か
ら
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

家
財
政
に
移
管
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
宮
崎
氏
の

説
か
れ
る
「
移
管
」
が
、
現
実
に
は
無
か
っ
た
も
の
と
し
た
の
が
好
並
説
で

あ
る
、
と
言
え
よ
う
。
右
に
引
い
た
宮
崎
氏
の
文
に
続
く
次
の
文
は
、
漢
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
国
家
財
政
を
考
え
る
の
に
き
わ
め
て
示
唆
的
な
一
文
で
あ
る
。

　
　
　
二
つ
の
財
政
は
い
か
に
分
離
し
た
か
を
考
え
る
に
、
帝
室
財
政
は
原

　
　
始
的
な
性
質
を
有
し
、
も
と
か
ら
あ
っ
て
、
段
々
国
家
機
能
が
複
雑
広

　
　
汎
に
な
る
に
従
っ
て
帝
室
財
政
か
ら
国
家
財
政
が
分
離
独
立
し
た
と
考

　
　
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
現
に
山
沢
の
税
の
中
、
塩
鉄
は
武
帝
の
時
専

　
　
売
制
度
の
実
施
と
共
に
国
家
財
政
に
移
さ
れ
て
い
る
。
果
し
て
然
ら
ば

　
　
賦
と
税
と
の
起
源
を
考
え
る
こ
と
は
同
時
に
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と

　
　
の
起
源
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
国
家
財
政
の
主
な
収
入
か
ら
田
租
を
除
く
と
、
残
る
の
は
、

加
藤
説
で
は
、
算
賦
と
更
賦
と
な
る
（
武
帝
以
前
）
。
漢
書
に
、
算
賦
、
更
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賦
、
口
賦
と
い
う
三
種
の
賦
が
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
、
現
今
学
界
の
通
説

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
既
に
別
の
場
所
で
述
べ
た
こ
と
で
あ
る

掴
私
見
に
よ
れ
螺
箕
東
。
は
・
撃
茎
鋳
た
は
限
定
す
る
辞
で

は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
税
目
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
、

葬
賦
、
更
賦
、
口
金
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
算
（
銭
）
と
賦
（
銭
）
、
更
（
銭
）
と

賦
（
銭
）
、
口
（
銭
）
と
賦
（
銭
）
に
分
け
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
算
銭
、
更
銭
、
ロ
銭
は
、
い
ず
れ
も
税

の
カ
テ
ゴ
リ
に
入
り
、
帝
室
財
政
に
属
し
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　
太
平
御
覧
巻
脚
柱
道
部
八
賦
磁
に
引
く
後
漢
の
人
桓
諏
の
新
論
に

　
　
　
心
計
以
来
。
百
姓
賦
敏
。
一
歳
為
四
十
余
万
々
。
吏
住
用
其
半
。
余

　
　
二
十
万
々
。
蔵
於
都
内
。
為
禁
銭
。
少
府
所
領
園
地
作
務
之
八
十
三
万

　
　
々
。
以
茶
話
蜜
供
養
諸
賞
賜
。

　
　
（
漢
定
ま
り
て
以
来
、
百
姓
の
賦
敏
は
一
歳
に
四
十
余
万
々
な
り
。
吏

　
　
俸
は
そ
の
半
ば
を
用
い
、
二
十
万
々
を
余
す
。
都
内
に
蔵
し
て
禁
野
と

　
　
な
す
。
少
府
領
す
る
所
の
園
地
作
務
の
八
十
三
万
々
は
、
以
っ
て
宮
室

　
　
の
供
養
、
諸
賞
賜
に
給
す
）

と
あ
り
、
加
藤
氏
は
、
前
半
部
を
国
家
財
政
の
、
「
少
府
云
々
」
以
下
の
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

戸
部
を
帝
室
財
政
の
記
述
と
考
え
て
お
ら
れ
る
が
、
吏
俸
は
、
食
貨
志
の
謂

う
「
百
官
禄
食
」
に
他
な
ら
ず
、
禁
銭
は
天
子
の
銭
で
あ
り
、
食
貨
志
の
「
天

子
奉
養
」
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
新
論
の
文
全
体
が
、
帝
蜜
財
政
の

み
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
あ
る
。
打

ち
明
け
て
言
え
ば
、
算
銭
の
用
途
を
考
え
る
過
程
で
、
加
藤
氏
の
国
家
財
政

の
解
釈
に
疑
問
を
抱
い
た
の
が
、
本
論
文
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。

　
も
し
も
私
の
考
え
が
正
し
く
、
算
賦
、
重
合
と
い
う
税
目
が
存
在
し
な
か

っ
た
、
と
な
る
と
、
賦
（
銭
）
の
み
が
、
圏
家
財
政
の
主
要
な
財
源
と
な
っ

た
、
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
平
準
書
に

　
　
　
大
農
上
遡
上
丞
孔
僅
・
威
霊
言
。
山
海
天
地
塩
蔵
也
。
三
夕
属
少
府
。

　
　
陛
下
不
私
。
遠
流
大
農
佐
賦
。

　
　
（
大
農
、
塩
鉄
丞
孔
僅
・
威
陽
の
言
を
上
る
。
山
海
は
天
地
の
蔵
な
り
。

　
　
皆
宜
し
く
二
審
に
属
す
べ
し
。
陛
下
、
私
せ
ず
し
て
、
以
っ
て
大
農
に

　
　
属
し
て
賦
を
佐
け
し
め
よ
。
）

と
あ
り
、
武
帝
に
塩
鉄
専
売
策
を
採
る
よ
う
勧
め
る
上
奏
文
の
冒
頭
の
条
で

あ
る
。
「
以
っ
て
大
農
に
属
し
て
賦
を
佐
け
し
め
よ
」
。
言
い
得
て
妙
。
賦
が

国
家
財
政
の
主
要
な
財
源
で
あ
る
こ
と
を
ご
百
に
し
て
表
現
し
つ
く
し
て
い

る
恰
好
の
史
料
で
は
あ
る
ま
い
か
。

①
同
右
描
～
踊
ペ
ー
ジ
。

②
同
右
3
7
ペ
ー
ジ
。

③
好
並
隆
司
氏
「
前
漢
蕾
国
の
二
重
構
造
と
三
代
規
定
」
（
『
歴
史
学
研
究
』

　
七
｝
年
八
月
号
、
同
氏
『
秦
漢
帝
国
史
研
究
』
所
駁
）
。

④
　
同
心
、
「
H
　
収
奪
差
糠
…
の
二
重
性
」
（
問
右
書
瑠
～
瑠
ぺ
；
ジ
）
。

⑤
宮
崎
市
定
氏
「
古
代
中
国
賦
税
舗
度
」
（
『
史
林
』
十
八
一
二
・
三
・
四
、

一
九

一
九
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漢代における国家財政について（楠由）

　
三
三
、
同
氏
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第
一
所
収
。

⑥
同
右
害
7
1
ペ
ー
ジ
。

⑦
同
右
同
ペ
ー
ジ
。

⑧
「
算
賦
課
徴
の
対
象
に
つ
い
て
」
（
『
海
南
高
校
研
究
紀
要
』
一
、

　
拙
著
『
中
国
古
代
史
論
集
』
所
収
）
。

　
　
「
漢
代
の
算
銭
に
つ
い
て
」
（
『
東
方
学
』
六
四
、
一
九
八
二
）
。

⑨
加
藤
前
掲
書
卿
～
鎚
ペ
ー
ジ
。

三

一
九
六
七
、

　
国
家
財
政
の
収
入
の
大
宗
が
賦
で
あ
っ
た
、
と
な
る
と
、
そ
の
用
途
は
何

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
漢
書
巻
2
3
刑
法
志
に

　
　
　
畿
方
千
里
。
有
税
有
賦
。
税
二
足
食
。
賦
以
足
兵
。

　
　
（
畿
内
は
方
千
里
に
し
て
、
税
あ
り
、
賦
あ
り
。
税
は
以
っ
て
食
を
足

　
　
ら
わ
し
、
賦
は
以
っ
て
兵
を
足
ら
わ
す
）

と
あ
り
、
賦
は
兵
（
武
器
）
の
費
用
と
な
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
ま
り
に
端
的
に
過
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
、
と
な
れ
ば
、
前
述
の
好
並
氏
の

文
に
引
か
れ
た
食
貨
志
の
記
載
が
、
賦
の
用
途
を
知
る
に
適
し
た
資
料
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
刑
法
志
、
食
貨
志
の
賦
税
の
記
述
は
、
股
周
の
盛
世
の
こ

と
と
こ
と
わ
っ
て
あ
る
が
、
漢
代
に
な
お
賦
と
税
と
の
区
別
が
存
在
し
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
は
、
既
に
宮
崎
氏
が
論
証
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
さ
て
、
食
貨
志
の
言
う
と
こ
ろ
で
は
、
賦
は
、
車
馬
・
甲
兵
・
士
徒
の
役

に
供
し
、
府
県
を
充
実
し
、
賜
予
の
用
と
す
る
。
こ
れ
を
順
序
を
変
え
て
箇

条
書
に
す
れ
ば
、

pm　（eq）　e）　（s　（一）

　
ひ
る
が
え
っ
て
、

は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
（
一
）
在
京
官
吏
の
俸
禄
　
（
二
）
祭
祀
の
費
　
（
三
）
土
木
の
費
　
（
四
）
軍

　
　
隊
供
養
の
費
　
（
五
）
軍
用
車
馬
及
び
兵
器
の
費
　
（
六
）
京
師
諸
官
庁
の

　
　
事
務
費

　
右
の
う
ち
、
も
っ
と
も
費
用
が
か
さ
ん
だ
の
は
、
（
一
）
、
（
四
）
、
（
五
）
で

あ
ろ
う
、
即
ち
俸
禄
と
軍
費
で
あ
ろ
う
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
国
家
財
政
の
収
入
か
ら
田
租
、
算
銭
を
除
く
な
ら
ば
、
（
一
）
、
（
六
）
の

二
項
は
、
む
し
ろ
帝
室
財
政
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
⑤

（
二
）
、
（
三
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
太
常
、
混
作
大
匠
の
管
轄
に
か
か
り
、
や
は

り
帝
室
財
政
の
支
出
項
目
に
含
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
残
る

の
は
（
四
）
、
（
五
）
の
二
項
目
で
あ
る
。
こ
の
二
塁
目
を
更
に
分
解
細
分
し

た
の
が
、
私
が
挙
げ
た
六
項
目
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
国
家
財
政
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
　
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

兵
器
（
甲
兵
）

軍
用
車
馬
（
車
馬
）

軍
隊
供
養
（
士
徒
）

軍
功
賞
賜
（
賜
予
）

捕
虜
へ
の
支
給
（
賜
予
）

軍
糧
貯
蔵
（
府
庫
）

　
　
　
　
加
藤
氏
の
挙
げ
ら
れ
た
国
家
財
政
の
支
出
の
主
な
項
目

　
　
　
③
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主
要
な
用
途
は
、
軍
事
費
で
あ
っ
た
、
と
断
言
し
て
よ
い
と
考
え
る
。

　
刑
法
志
に
「
賦
は
兵
を
足
ら
わ
す
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
軍
事
費
の
申
で

も
突
出
し
て
高
い
比
重
を
占
め
て
い
た
の
が
、
武
器
の
製
造
費
、
管
理
費
で

あ
っ
た
。
漢
書
巻
1
高
帝
紀
漢
王
四
年
八
月
の
条
に

　
　
　
初
町
回
賦

　
　
（
初
め
て
、
算
と
賦
の
制
度
を
つ
く
る
）

　
　
　
　
　
⑥

と
あ
り
、
注
に

　
　
　
如
淳
日
。
漢
儀
注
。
民
年
十
五
以
上
至
五
十
六
。
鼠
賦
銭
。
人
百
二

　
　
十
為
一
算
。
為
治
総
兵
車
馬
。

　
　
（
如
淳
曰
く
、
漢
の
青
絵
に
、
民
の
年
十
五
以
上
五
十
六
に
至
る
も
の

　
　
は
蔵
書
を
出
す
。
人
ご
と
に
百
二
十
銭
、
一
算
と
為
す
。
長
兵
・
車
馬

　
　
を
為
治
す
）

と
あ
り
、
賦
の
徴
収
す
る
目
的
が
庫
兵
（
武
器
庫
に
蔵
す
る
兵
器
）
、
車
馬

（
戦
車
、
軍
馬
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
加
藤
氏
は
、
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
の
区
別
が
あ
っ
た
証
と
し
て
漢
書

巻
7
7
揖
将
隆
伝
の

　
　
　
大
司
農
銭
。
自
乗
輿
不
以
給
共
養
。
共
養
母
賜
。
壱
出
少
府
。
蓋
不

　
　
以
本
蔵
給
薬
用
。
最
下
民
力
共
浮
費
。
別
公
私
示
正
路
也
。

　
　
（
大
司
農
の
銭
は
、
乗
輿
よ
り
し
て
以
っ
て
供
養
に
給
さ
ず
。
供
養
労

　
　
賜
は
壱
に
少
尉
よ
り
出
す
。
蓋
し
本
蔵
を
以
っ
て
末
用
に
給
さ
ず
。
民

　
　
力
を
以
っ
て
霊
夢
に
供
さ
ず
。
公
私
を
別
っ
て
正
路
を
示
す
な
り
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
あ
る
の
を
引
か
れ
て
い
る
が
、
賦
の
用
途
を
知
る
に
は
、
こ
の
文
の
前
後

を
参
照
に
す
る
こ
と
が
、
大
変
有
用
で
あ
る
、
と
考
え
る
の
で
次
に
引
い
て

み
た
い
。
ま
ず
、
そ
の
前
の
文
で
あ
る
。

　
　
　
哀
帝
即
位
。
…
…
（
舞
将
隆
）
以
高
第
入
為
京
兆
勢
。
遷
執
金
吾
。

　
　
時
侍
中
董
賢
方
貴
。
上
使
中
黄
門
発
武
庫
兵
。
前
後
十
輩
。
送
董
賢
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む

　
　
上
乳
母
王
阿
舎
。
隆
奏
言
。
武
庫
兵
器
天
下
公
用
。
国
家
武
備
。
書
下

　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
　
造
作
。
糖
度
大
司
農
業
。

　
　
（
哀
帝
即
位
す
。
…
…
（
母
将
隆
）
高
義
を
以
っ
て
入
り
て
京
兆
歩
と

　
　
為
る
。
執
金
吾
に
遷
る
。
時
に
侍
中
董
賢
ま
さ
に
貴
ば
る
。
上
、
中
黄

　
　
門
を
し
て
武
庫
の
兵
を
発
せ
し
め
る
こ
と
前
後
十
輩
。
董
賢
及
び
上
の

　
　
乳
母
王
阿
の
舎
に
送
る
。
隆
奏
言
す
ら
く
、
武
庫
の
兵
器
は
天
下
の
公

　
　
用
に
し
て
国
家
の
武
備
な
り
。
繕
治
造
作
は
皆
大
司
農
の
銭
を
度
る
。
）

　
す
な
わ
ち
、
哀
帝
が
乱
暴
に
も
、
武
庫
の
兵
器
を
寵
臣
の
董
賢
や
乳
母
の

王
阿
の
家
に
十
回
も
送
っ
た
の
で
、
母
将
隆
が
固
く
こ
れ
を
謹
め
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
後
に
加
藤
氏
の
引
い
た
文
が
続
き
、
そ
の
後
に
次
の
文
が
続
く
。

　
　
　
業
者
。
諸
侯
方
伯
得
瀬
征
伐
。
廼
賜
斧
銀
。
漢
家
辺
吏
。
職
在
距
窟
。

　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む

　
　
亦
賜
武
庫
丘
ハ
。
皆
任
其
事
。
然
後
略
之
。
春
秋
之
義
。
家
不
滅
甲
。
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
以
抑
臣
威
。
損
私
力
也
。
今
賢
能
便
僻
羅
馬
。
私
恩
微
妾
。
而
以
天
下

　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
公
用
給
其
私
門
。
契
国
威
器
。
共
其
家
備
。
民
力
分
於
弄
花
。
武
兵
設
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於
微
妾
。
建
立
繭
篭
。
以
広
帯
磨
。
非
所
以
示
四
方
。
孔
子
日
。
奨
取

　
　
於
三
家
之
堂
。
臣
請
収
量
武
庫
。
上
蓋
説
。

　
　
（
い
に
し
え
、
諸
侯
方
伯
は
、
征
伐
を
専
ら
に
す
る
を
得
て
、
す
な
わ

　
　
ち
斧
鋏
を
賜
う
。
漢
家
の
辺
吏
、
職
は
竃
を
嗅
ぐ
に
在
り
。
亦
、
武
庫

　
　
の
兵
器
を
賜
わ
り
、
皆
、
其
の
事
に
任
じ
、
然
る
後
、
之
を
受
く
。
春

　
　
秋
の
義
に
、
家
に
甲
を
蔵
さ
ず
、
臣
の
威
を
抑
え
、
風
力
を
損
ず
る
所

　
　
以
な
り
。
今
、
賢
ら
便
僻
の
言
論
、
私
恩
の
蓄
妾
、
面
う
し
て
天
下
の

　
　
公
用
を
以
っ
て
其
の
茅
門
に
給
す
。
国
の
威
器
を
契
っ
て
其
の
家
備
に

　
　
供
す
。
民
力
は
弄
臣
に
分
か
た
れ
、
武
兵
は
微
臣
に
設
け
ら
る
。
建
立

　
　
宜
し
き
に
非
ず
。
以
っ
て
驕
悟
を
広
く
す
。
以
っ
て
四
方
に
示
す
所
似

　
　
に
非
ざ
る
也
。
孔
子
曰
く
。
婁
ぞ
三
家
の
室
に
取
ら
ん
や
と
。
臣
請
う
、

　
r
武
庫
に
収
還
さ
れ
ん
こ
と
を
、
と
。
上
説
ぱ
ず
。
）

　
従
軍
す
る
兵
士
の
携
行
す
る
武
器
が
、
自
前
で
ま
か
な
わ
れ
た
の
か
、
国

家
な
り
主
君
な
り
が
調
達
し
て
与
え
た
の
か
、
古
来
議
論
の
岐
れ
る
と
こ
ろ

　
　
　
⑧

で
あ
る
が
、
少
く
と
も
宮
代
に
お
い
て
は
後
者
の
形
態
が
と
ら
れ
た
こ
と
が
、

母
将
隆
の
上
言
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。

　
漢
の
国
境
を
お
び
や
か
し
た
の
は
、
独
り
叢
叢
の
み
で
は
な
か
っ
た
。
元

鼎
五
年
に
は
南
越
が
反
乱
を
お
こ
し
、
西
完
が
侵
入
し
て
き
て
い
る
。
平
準

書
に

　
　
　
中
国
繕
道
軍
糧
。
虚
者
三
千
。
二
者
千
余
里
。
皆
昏
昏
大
農
。
辺
兵

　
　
不
足
。
乃
発
武
庫
・
工
事
兵
器
以
贈
之
。
車
騎
馬
海
門
。
県
官
銭
少
。

　
　
買
馬
難
得
。
乃
著
令
。
令
封
君
以
下
至
三
百
石
以
上
吏
。
以
差
出
牝
馬

　
　
天
下
亭
。
亭
有
密
惇
馬
。
歳
歳
息
。

　
　
（
中
国
、
道
を
繕
い
糧
を
繰
る
こ
と
、
遠
き
者
は
三
千
、
近
き
者
は
千

　
　
遠
里
。
皆
給
を
大
農
に
仰
ぐ
。
辺
の
兵
器
足
ら
ず
。
乃
ち
武
庫
、
工
官

　
　
の
兵
器
を
発
し
て
以
っ
て
こ
れ
を
購
ら
す
。
車
騎
の
馬
乏
絶
す
。
県
官

　
　
銭
少
な
く
、
馬
を
買
う
に
得
難
し
。
乃
ち
著
令
し
て
、
封
君
以
下
三
百

　
　
石
以
上
の
吏
に
至
る
ま
で
、
差
を
以
っ
て
牝
馬
を
天
下
の
亭
よ
り
出
だ

　
　
ざ
し
む
。
亭
に
極
書
を
畜
う
あ
れ
ば
、
歳
ご
と
に
息
を
課
す
。
）

と
あ
り
、
辺
境
へ
の
道
路
の
修
理
、
軍
糧
の
輸
送
の
費
用
は
大
司
農
が
負
担

し
て
い
る
。
武
器
の
不
足
は
武
庫
か
ら
補
充
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
た
、
大

司
農
の
費
用
か
ら
出
て
い
る
。
車
騎
、
ま
た
こ
れ
を
牽
く
軍
馬
も
大
司
農
が

負
担
す
る
。
一
切
の
軍
事
費
を
大
司
農
が
負
担
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
紛
争

の
規
模
が
拡
大
し
た
り
、
永
び
い
た
り
す
る
と
欠
乏
を
招
く
。

　
漢
書
巻
6
4
下
級
掲
無
血
に
、
彼
が
珠
算
の
反
乱
を
討
伐
す
る
こ
と
に
反
対

し
て
元
帝
に
上
っ
た
文
に

　
　
　
臣
矯
以
。
住
者
駄
面
言
之
。
暴
師
質
倉
一
年
。
算
出
不
惑
千
里
。
費

　
　
四
十
余
万
々
。
大
司
農
銭
尽
。
遁
以
少
府
禁
庭
続
之
。
夫
一
隅
為
不
善
。

　
　
費
尚
如
此
。
況
於
労
師
遠
攻
亡
士
母
功
乎
。

　
　
（
臣
ひ
そ
か
に
思
え
ら
く
、
さ
き
の
莞
軍
に
て
之
を
言
わ
ん
に
、
師
を
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さ
ら
す
こ
と
か
つ
て
未
だ
一
年
に
な
ら
ず
、
斗
出
で
て
千
里
を
越
え
ざ

　
　
る
に
、
費
四
十
余
万
々
に
し
て
大
司
農
の
銭
尽
き
た
り
き
。
す
な
わ
ち

　
　
少
府
の
禁
銭
を
以
っ
て
之
を
続
ぐ
。
回
れ
一
隅
の
善
か
ら
ざ
る
た
め
に

　
　
し
て
費
尚
か
く
の
如
し
。
い
わ
ん
や
師
を
労
し
て
遠
く
攻
め
、
士
を
亡

　
　
く
し
て
功
な
き
に
お
い
て
を
や
。
）

と
あ
り
、
全
軍
を
伐
つ
た
め
の
み
で
も
大
司
農
の
銭
す
な
わ
ち
国
家
財
政
の

収
入
を
使
い
果
た
し
、
禁
銭
つ
ま
ヴ
帝
室
財
政
を
も
っ
て
補
填
し
た
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
⑨

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
平
準
書
に

　
　
　
漢
連
兵
三
歳
。
工
商
。
減
南
越
。
番
禺
以
西
至
蜀
南
者
。
置
初
郡
十

　
　
七
。
且
以
其
故
俗
治
。
母
賦
税
。
南
陽
・
漢
中
以
往
郡
。
各
以
地
話
初

　
　
郡
吏
卒
奉
食
・
幣
物
・
伝
箪
馬
・
被
具
。
而
初
郡
時
時
小
反
。
殺
吏
。

　
　
口
回
南
方
吏
卒
。
往
誹
之
。
闘
歳
万
余
人
。
一
一
仰
給
大
農
。
大
農
以

　
　
均
輸
落
足
鉄
。
助
賦
。
豊
能
購
之
。
然
兵
所
轄
県
。
為
前
転
給
膵
乏
而

　
　
已
。
不
敢
言
霊
賦
突
。

　
　
（
漢
、
兵
を
連
ぬ
る
こ
と
三
歳
。
莞
を
謙
し
、
南
越
を
滅
ぼ
す
。
番
禺

　
　
以
西
、
蜀
の
南
に
至
る
者
、
初
弾
十
七
を
置
く
。
且
つ
其
の
故
俗
を
以

　
　
っ
て
治
め
賦
税
な
し
。
南
陽
・
漢
中
以
往
の
郡
は
、
各
お
の
地
の
比
す

　
　
る
を
以
っ
て
初
郡
の
吏
卒
の
奉
食
・
幣
物
・
伝
車
馬
・
被
具
を
給
す
。

　
　
而
も
初
郡
は
時
々
小
し
く
反
し
て
吏
を
殺
す
。
漢
、
南
方
の
吏
卒
を
発

　
　
し
、
往
か
し
め
て
之
を
諜
す
る
こ
と
、
問
、
歳
に
万
余
人
。
費
は
皆
給

　
　
を
大
農
に
仰
ぐ
。
大
農
、
均
輸
を
以
っ
て
塩
鉄
を
噛
し
、
賦
を
博
く
。

　
　
故
に
能
く
こ
れ
に
謄
ら
す
。
然
し
て
、
兵
の
過
ぎ
し
所
の
県
は
、
為
め

　
　
に
讐
を
以
っ
て
給
し
、
乏
し
き
こ
と
静
ら
し
め
し
の
み
。
敢
え
て
檀
賦

　
　
の
法
を
言
わ
ず
。
）

と
あ
り
、
南
方
に
置
い
た
郡
の
反
乱
鎮
圧
費
も
国
家
財
政
か
ら
支
出
さ
れ
て

い
る
が
、
賦
の
み
で
は
不
足
す
る
の
で
、
均
輸
法
を
適
用
し
て
補
充
し
た
り
、

軍
隊
の
通
過
し
た
県
で
は
、
必
要
物
資
を
供
給
し
て
不
足
の
な
い
よ
う
な
措

麗
を
と
っ
て
い
る
。
最
後
の
「
檀
賦
の
法
」
は
難
解
で
あ
る
が
、
軍
事
費
は

賦
の
み
に
よ
っ
て
ま
か
な
う
と
い
う
原
則
を
規
定
し
た
法
規
で
は
な
か
ろ
う

逸
。

カ　
①
宮
騎
前
掲
論
文
。

　
②
本
稿
は
、
国
家
財
政
に
つ
い
て
、
包
括
的
、
体
系
的
に
叙
述
す
る
こ
と
を
目
的

　
　
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
支
出
の
六
箇
条
に
つ
い
て
、
い
ち
く

　
　
挙
例
す
る
の
を
避
け
る
が
、
史
記
平
準
書
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
と
願
う
。

　
　
た
だ
、
畏
友
永
田
英
正
氏
が
集
成
さ
れ
た
居
延
高
薄
濁
に
、
前
線
の
黙
長
の
月
俸

　
　
が
賦
銭
か
ら
支
給
さ
れ
た
面
白
い
資
料
が
み
え
る
の
で
紹
介
し
て
お
く
。

居
延
甲
渠
次
呑
黙
長
徐
当
時
　
　
要
田
七
月
尽
九
月
三
三
月
奉
用
銭
導
入
百

神
爵
二
年
正
月
庚
午
除
　
　
　
　
巳
得
賦
銭
千
八
百

五
七
・
八
図
＝
二
四
　
甲
三
九
九
（
図
版
1
1
）

「
居
延
漢
簡
の
集
成
」
二
（
欝
東
方
学
報
』
四
七
、

「
九
七
四
、
跳
べ
ー
ジ
）
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広
谷
黙
長
韓
昌
　
　
未
得
塞
始
三
年
正
月
尽
三
月
積
三
月
奉
用
弁
千
八
百

元
鳳
元
年
々
丑
除
　
巳
得
河
内
賦
銭
千
八
百

　
　
四
九
八
・
八
図
八
五
　
甲
一
八
九
四

　
　
「
同
」
三
（
『
東
方
学
報
』
五
一
、
一
九
七
九
、
鵬
ペ
ー
ジ
）

　
右
二
簡
、
と
も
に
「
俸
銭
の
遅
払
い
に
関
す
る
も
の
で
あ
」
り
、
「
巴
得
」
と
い

　
う
文
辞
か
ら
し
て
、
　
「
未
払
い
の
俸
銭
の
受
領
簿
と
考
え
ら
れ
る
。
何
ら
か
の
事

　
惰
で
内
地
か
ら
の
賦
銭
の
到
着
が
遅
れ
た
た
め
の
結
果
で
あ
る
」
と
永
田
玩
は
解

　
説
し
て
お
ら
れ
る
。
な
お
、
賦
銭
が
、
前
線
の
将
兵
の
給
料
に
充
当
さ
れ
た
こ
と

　
に
雷
及
し
た
論
稿
に
、
守
屋
美
都
雄
氏
「
父
老
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
一
四
－
一
・

　
二
、
一
九
五
五
、
同
氏
『
中
国
古
代
の
家
族
と
国
家
』
靭
ペ
ー
ジ
、
搬
ペ
ー
ジ
）

　
が
あ
る
。

③
加
藤
前
掲
書
踊
～
即
ペ
ー
ジ
。

④
漢
書
巻
1
9
上
百
官
公
卿
表

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
日
常
。
歯
上
官
［
、
嚢
喜
爪
廟
礼
儀
。
凧
坐
葡
中
穴
年
。
軍
A
〃
佃
太
常
。

⑤
　
同
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
ゆ
　
　
む

　
　
将
作
少
府
。
秦
官
。
掌
治
宮
室
。
有
両
丞
左
右
中
候
。
景
帝
中
六
年
。
更
名
将

　
　
作
大
匠
。

⑥
前
述
の
拙
稿
「
上
代
の
算
銭
に
つ
い
て
」
参
照
。

⑦
加
藤
前
掲
書
3
7
ペ
ー
ジ
。

⑧
宮
崎
前
掲
論
文
、
第
二
節
賦
の
発
達
参
照
。

⑨
　
平
中
苓
二
日
「
秦
漢
時
代
の
財
政
構
造
」
（
『
古
代
史
講
座
5
、
古
代
国
家
の
構

　
造
（
下
）
』
一
九
六
二
、
同
氏
『
中
国
古
代
の
田
制
と
税
法
隔
所
収
、
謝
ペ
ー
ジ
）
。

⑩
加
藤
氏
は
、
岩
波
文
瞳
訳
注
本
（
6
ー
ペ
ー
ジ
）
に
お
い
て

　
　
　
撞
は
経
の
誤
り
な
り
。
経
賦
は
経
常
の
賦
税
。
経
賦
の
法
を
言
わ
ず
と
は
収

　
　
支
網
当
ら
し
む
る
に
急
に
し
て
、
経
常
の
税
法
を
顧
み
る
に
遽
あ
ら
ざ
る
の
意

　
　
な
り
。

と
解
し
て
お
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
集
解
の
引
く
徐
広
の
説
を
採
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
控
を
「
ほ

し
い
ま
ま
に
賦
を
徴
収
す
る
」
の
意
と
す
る
何
煉
の
説
も
あ
る
。
前
者
の
方
が
穏

当
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。

四

　
国
家
財
政
の
収
入
の
大
部
分
が
、
人
民
か
ら
微
適
す
る
賦
に
依
存
し
て
い

た
と
す
れ
ば
、
こ
の
賦
を
負
担
し
提
供
す
る
人
民
こ
そ
が
、
国
家
の
担
い
手

で
あ
り
、
構
成
老
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
先
に
引
い
た
漢
儀
注
に
は
、
「
民
の
年
十
五
以
上
五
十
六
に
至
る
も
の
は

賦
銭
を
出
す
」
と
あ
っ
た
が
、
私
は
、
か
つ
て
、
こ
の
「
民
」
は
男
性
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
意
味
す
る
、
と
主
張
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
た
の
は
、

自
分
が
最
初
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
が
、
吉
田
虎
雄
氏
の
『
両
三
租
税
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

研
究
』
中
に
次
の
よ
う
な
文
が
載
せ
て
あ
る
。

　
　
　
そ
の
（
貢
献
の
一
筆
者
注
）
六
十
三
銭
は
丁
丁
の
み
に
課
し
た
も
の

　
　
か
、
或
は
ま
た
老
幼
婦
女
を
聞
わ
ず
｛
律
に
之
を
徴
収
し
た
も
の
か
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
へ

　
　
ら
か
で
な
い
が
、
思
う
に
こ
れ
は
算
賦
と
同
じ
く
十
五
歳
よ
り
五
十
六

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
歳
ま
で
の
丁
男
の
み
に
課
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
（
傍
点
は
筆
者
が
付

　
　
し
た
）

　
吉
田
氏
の
著
書
に
は
、
右
以
外
に
賦
が
男
性
の
み
を
課
徴
の
対
象
と
し
た

こ
と
を
述
べ
た
部
分
が
な
く
ハ
し
た
が
っ
て
、
そ
の
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
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は
、
な
ん
ら
触
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
氏
ほ
ど
の
碩

学
が
、
右
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
大
い
に
人
意
を
強

く
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
賦
の
課
徴
の
対
象
が
、
十
五
歳
以
上
五
十
六
歳
以
下
の
男
子
で
あ
る
こ
と

を
論
じ
た
と
き
に
、
私
は
、
そ
の
賦
を
提
供
す
る
丁
男
が
、
爵
（
民
望
）
賜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

与
の
対
象
と
一
致
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
。

　
し
か
ら
ば
、
漢
代
の
国
家
財
政
と
い
う
場
合
の
「
国
家
」
を
構
成
し
て
い

た
の
は
、
爵
を
有
し
賦
を
負
担
す
る
人
民
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
人
民
は
、
す
べ
て
の
丁
度
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
ど

の
よ
う
な
人
々
が
こ
の
国
家
（
仮
に
爵
専
制
國
家
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
）
の

構
成
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
一
口
に
轡
っ
て
、
良
と
さ
れ

る
民
（
良
民
）
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
史
記
巻
猶
李
将
軍
列
伝
に

　
　
　
孝
文
帝
十
四
年
。
上
置
大
入
営
営
。
而
（
李
）
広
以
良
家
子
従
軍
撃
胡

　
　
（
孝
文
帝
の
十
四
年
、
飼
奴
大
い
に
瀟
関
に
入
る
。
言
う
し
て
李
広
は

　
　
良
家
の
子
な
る
を
以
っ
て
軍
に
従
い
胡
を
撃
つ
）

と
あ
り
、
索
隠
に

　
　
　
案
下
淳
云
。
良
家
子
。
非
医
年
商
質
百
工
也
。

　
　
　
（
案
ず
る
に
如
淳
云
う
、
良
家
の
子
と
は
、
医
・
巫
・
商
質
・
百
工
に

　
　
非
ざ
る
も
の
な
り
、
と
。
）

と
あ
り
、
医
者
、
占
ト
者
、
商
人
、
手
工
業
者
は
、
良
か
ら
除
か
れ
て
い
た
。

　
良
家
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
つ
の
説
が
あ
る
。
漢
書
巻
2
8
下
地
理
志
の
秦

地
の
条
に

　
　
　
漢
曲
興
。
　
六
郡
良
寡
子
。
　
糊
送
給
羽
一
林
・
期
門
。

　
　
（
漢
興
り
て
、
上
郡
の
良
家
の
子
は
、
選
ば
れ
て
羽
林
・
期
門
に
給
せ

　
　
ら
る
）

と
あ
り
、
注
に

　
　
　
如
淳
日
。
医
・
商
賀
・
百
工
不
上
総
也
。
国
里
日
。
六
郡
謂
朧
西
・
．

　
　
天
水
・
安
定
・
北
地
・
上
郡
・
西
河
。
（
下
略
）

　
　
（
如
淳
曰
く
、
医
・
聖
賢
・
百
工
は
預
か
る
を
得
ず
、
と
。
顔
師
古
田

　
　
く
、
六
二
と
は
、
朧
西
・
天
水
・
安
定
・
満
地
・
上
郡
・
西
河
を
謂
う
．

　
　
と
。
）

と
あ
り
、
如
淳
の
説
明
は
前
引
の
も
の
と
同
じ
い
が
、
顔
師
古
は
、
六
郡
の

説
明
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
良
家
と
い
う
の
を
こ
の
六
郡
出
身

者
に
限
る
と
い
う
説
が
出
て
き
た
。

　
馬
非
百
氏
が
、
近
著
『
塩
鉄
論
雄
勝
』
で
述
べ
て
い
る
良
家
の
説
明
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
、
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
良
家
と
は
、
漢
代
人
が
朧

西
等
の
六
郡
中
の
少
数
民
族
に
与
え
た
特
定
の
呼
称
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
良

家
を
医
・
商
学
・
百
工
以
外
の
普
通
平
民
と
す
る
旧
い
注
説
は
誤
り
で
あ
る
、

と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
私
は
、
氏
の
良
家
の
解
釈
に
は
従
え
な
い
。
管

子
の
問
篇
に
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問
。
郷
之
良
家
。
其
所
収
養
者
。
幾
何
人
契
。

　
　
（
郷
の
良
家
、
そ
の
収
養
す
る
所
の
者
は
幾
何
人
な
る
か
を
問
う
）

と
あ
り
、
こ
の
郷
は
、
朧
西
等
の
六
郡
と
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
も

っ
と
普
遍
的
、
一
般
的
な
呼
称
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
塩
害
論
に
載
せ

ら
れ
た
良
家
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
「
邑
（
郷
）
の
良
」
が
一
字
と
な
っ
た
の
が
、
「
郎
」
で
あ
る
。
郎
選
の
制

度
は
戦
国
の
秦
に
始
ま
り
、
漢
に
継
が
れ
た
ら
し
い
。
史
記
巻
悩
滑
稽
列
伝

中
の
秦
の
假
朱
儒
優
旛
の
伝
に
、
彼
の
機
知
に
よ
り
陛
楯
の
郎
が
雨
中
に
立

つ
仕
事
か
ら
半
分
ず
つ
交
替
す
る
こ
と
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
興

味
あ
る
話
を
載
せ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
秦
に
郎
の
制
度
が
あ
っ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
、
良
、
郎
と
い
う
考
え
は
、
秦
に
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

秦
の
領
土
で
あ
っ
た
朧
西
等
の
六
郡
に
限
定
さ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
し

か
し
、
秦
が
全
国
を
統
一
し
、
漢
が
そ
の
後
を
襲
っ
て
全
国
を
支
配
し
た
段

階
で
、
良
家
の
制
度
は
、
全
国
的
に
広
く
適
用
さ
れ
、
普
遍
化
し
て
い
っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
馬
氏
の
高
説
に
従
い
え
な
い
駈
以
で
あ
る
。
医
者
、
商
人
、

手
工
業
者
を
除
く
と
い
う
原
則
が
足
代
か
ら
立
て
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
く
、

こ
の
原
則
は
、
全
国
的
な
良
家
掴
定
に
も
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
如
淳

の
注
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
如
淳
の
説
明
と
は
別
に
、
清
の
周
寿
町
は
、
漢
書
巻
5
4
李
本
伝
に
み
え
る

良
家
子
に
つ
い
て

　
　
　
漢
画
。
凡
従
軍
不
在
薬
科
廓
内
老
。
謂
之
良
家
子
。

　
　
（
漢
制
に
て
は
、
凡
そ
軍
に
従
い
蘭
科
端
麗
に
在
ら
ざ
る
者
は
、
こ
れ

　
　
を
良
家
子
と
謂
う
）
。

と
注
し
て
い
る
。
七
科
の
謳
と
は
、
漢
書
巻
6
武
帝
紀
天
漢
四
年
春
正
月
の

条
に
張
曼
が

　
　
　
吏
有
罪
一
。
亡
命
二
。
贅
埼
三
。
賞
二
四
。
故
夜
市
籍
五
。
父
母
有

　
　
市
双
六
。
大
父
母
有
市
籍
七
。
几
七
科
也
。

　
　
（
吏
の
罪
あ
る
も
の
一
、
亡
命
者
二
、
贅
墳
三
、
画
人
四
、
故
と
市
籍

　
　
あ
る
も
の
五
、
父
母
の
市
之
あ
る
も
の
六
、
大
父
母
の
市
籍
あ
る
も
の

　
　
七
、
凡
て
七
科
な
り
）
。

と
注
し
て
い
る
埴
科
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ω
吏
の
罪
を
犯
し
た
も

の
、
ω
亡
命
者
で
戸
籍
か
ら
脱
漏
し
て
い
る
も
の
、
③
贅
婿
　
ω
商
人
　
㈲

過
去
に
商
人
で
あ
っ
た
も
の
、
⑥
父
母
が
商
人
で
あ
っ
た
も
の
、
⑦
祖
父
母

が
商
人
で
あ
っ
た
も
の
、
の
七
種
類
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

③
贅
婿
で
あ
る
。
西
嶋
定
生
氏
は
債
務
奴
隷
と
解
し
て
お
ら
れ
る
が
、
片
倉

穣
氏
は
、
周
寿
昌
は
奴
碑
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
、
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

贅
塙
を
奴
隷
と
は
解
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
史
記
滑
稽
列
伝
に

　
　
　
淳
干
盛
者
。
斉
之
贅
塙
也
。
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（
淳
子
髭
な
る
者
は
、
斉
の
賛
墳
な
り
）

と
あ
り
、
唐
の
司
馬
貞
の
索
隠
に

　
　
　
贅
婿
。
女
君
夫
也
。
比
於
子
。
轟
轟
疵
贅
。
是
余
剰
聯
詩
也
。

　
　
（
年
三
と
は
娘
の
夫
な
り
。
子
に
比
ぶ
れ
ば
人
の
幽
霊
の
如
し
。
誉
れ

　
　
余
剰
の
物
な
り
）

と
あ
り
、
入
り
婿
の
意
味
に
解
し
て
い
る
。
こ
の
方
が
奴
隷
と
解
す
る
よ
り

も
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
七
科
謳
の
う
ち
、
¢
0
、
㈲
、
㈲
、
⑦
は
、
如
淳

の
言
う
商
買
で
括
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
結
局
、
如
淳
、
周
驚
喜
の
説
を
総

合
し
て
、
良
家
か
ら
排
除
さ
れ
る
も
の
は
、
ω
吏
で
罪
を
犯
し
た
も
の
、
②

戸
籍
か
ら
脱
漏
し
た
も
の
、
㈲
入
り
婿
（
婿
養
子
）
、
ω
医
老
、
⑤
商
人
、

⑥
手
工
業
者
と
し
て
よ
い
、
と
考
え
る
。
他
に
奴
碑
（
奴
隷
）
も
当
然
良
家

か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
そ
れ
で
は
、
右
の
ω
乃
至
⑥
、
並
び
に
奴
碑
を
排
除
し
た
良
家
の
実
態
は

何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
当
言
の
人
民

の
大
部
分
を
占
め
て
い
た
農
民
で
あ
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。

　
か
つ
て
浜
口
重
国
氏
が
、
「
中
国
史
上
の
古
代
社
会
問
題
に
関
す
る
覚
書
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
中
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
　
　
秦
漢
時
代
は
国
民
の
九
分
通
り
ま
で
が
農
民
で
あ
り
、
こ
の
農
民
の

　
　
大
部
分
が
自
作
農
で
あ
り
自
由
農
民
で
あ
り
ま
し
た
。
従
っ
て
秦
及
び

　
　
両
漢
は
自
由
農
民
を
基
礎
と
し
た
国
家
で
あ
り
社
会
で
あ
っ
た
と
言
っ

　
　
て
差
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

　
右
の
文
中
の
自
作
農
（
自
由
農
民
）
は
、
農
業
を
主
と
す
る
が
、
一
旦
緩

急
あ
れ
ば
武
器
を
手
に
し
て
戦
場
に
空
き
戦
士
と
な
る
存
在
で
あ
り
、
彼
ら

こ
そ
が
、
爵
を
有
し
、
賦
を
提
供
す
る
醇
賦
制
国
家
の
担
い
手
で
あ
り
構
成

員
で
あ
っ
た
。

　
皇
帝
を
頂
点
と
し
、
爵
制
的
秩
序
を
基
礎
に
し
て
十
六
歳
以
上
五
十
六
歳

以
下
の
良
家
出
身
の
男
子
壮
丁
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
国
家
、
属
象
財
政
と

呼
ぶ
と
き
の
国
家
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
国
家
で
あ
っ
た
、
と
私
は
考
え
る
。

エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
古
い
氏
族
組
織
に
対
す
る
国
家
の
第
二
の
特
徴
と
し
て
、

公
的
権
力
の
創
設
を
挙
げ
、
こ
の
公
的
権
力
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
国
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
拠
金
す
な
わ
ち
租
税
が
必
要
で
あ
っ
た
、
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
彼

は
、
ロ
ー
マ
に
お
け
る
公
的
権
力
は
、
兵
役
義
務
の
あ
る
市
民
階
級
の
手
に

あ
っ
て
、
た
だ
に
奴
隷
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
軍
務
及
び
武
装
か
ら

除
外
さ
れ
た
所
謂
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
た
、
と
述
べ
て
い

⑯る
。
う
つ
し
て
、
以
っ
て
中
国
古
代
国
家
の
説
明
と
す
る
に
相
応
し
い
。

　
ど
う
い
う
も
の
か
、
わ
が
国
の
学
界
で
は
、
農
民
の
地
位
を
低
く
見
る
癖

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

が
強
い
よ
う
で
あ
る
が
、
中
国
古
代
国
家
に
お
け
る
支
配
階
級
は
、
自
作
農

（
自
由
農
民
）
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
た
い
、
と
考
え
る
。
被
支

配
階
級
は
、
も
ち
ろ
ん
、
奴
隷
す
な
わ
ち
奴
碑
（
臣
妾
）
で
あ
る
。
再
び
エ

ン
ゲ
ル
ス
を
引
け
ば
、
「
古
代
国
家
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
奴
隷
を
抑
圧
す
る
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⑫

た
め
の
奴
隷
所
有
者
の
国
家
で
あ
っ
た
」
。

　
中
国
古
代
に
お
い
て
は
、
奴
隷
の
数
が
少
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、

従
っ
て
、
奴
隷
労
働
の
生
産
（
主
と
し
て
農
業
生
産
）
に
占
め
る
割
合
が
比

較
的
軽
微
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
っ
て
、
秦

漢
時
代
を
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
言
う
よ
う
な
古
代
国
家
と
認
め
る
こ
と
を
肯
ん
じ

な
い
傾
向
も
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
奴
隷
労
働
の
比
重
が
、
た
と
え
ば
ロ

ー
マ
な
ど
に
比
べ
て
低
か
っ
た
と
し
て
も
、
支
配
被
支
配
の
構
造
か
ら
見
る

限
り
、
秦
漢
国
家
（
青
藍
制
国
家
）
は
、
れ
っ
き
と
し
た
古
代
国
家
（
エ
ン

ゲ
ル
ス
の
言
う
）
で
あ
っ
た
、
と
断
言
し
て
差
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
、
と

考
え
る
。

①
　
二
の
註
⑧
の
拙
稿
参
照
。

②
　
同
書
、
第
十
節
　
貢
献
　
悩
ペ
ー
ジ
。
こ
の
こ
と
は
、
佐
藤
武
敏
氏
の
御
教
示

　
で
知
っ
た
。
慎
ん
で
お
礼
申
し
上
げ
る
。

　
た
だ
し
、
吉
田
氏
は
、
他
の
場
所
で
は
、

　
　
◎
算
賦
は
十
覧
歳
以
上
五
十
五
歳
ま
で
の
民
に
課
す
る
人
頭
税
で
あ
っ
て
、

　
　
（
略
）
主
旨
の
六
年
に
更
に
女
子
年
十
五
以
上
三
十
ま
で
の
者
に
し
て
、
来
だ

　
　
嫁
せ
ざ
る
も
の
は
補
導
を
徴
し
た
。
（
略
）
未
婚
の
女
子
に
五
算
を
課
し
た
の

　
　
は
、
人
口
の
増
加
を
謀
る
為
め
で
あ
ろ
う
（
9
0
ぺ
…
ジ
）
。

　
　
◎
光
武
の
時
、
子
を
産
み
た
る
者
に
対
し
三
月
誤
算
賦
を
免
除
す
る
こ
と
と
し

　
　
た
（
9
ー
ペ
ー
ジ
）
。

　
　
◎
菅
に
丁
男
に
対
し
、
そ
の
身
に
税
し
た
上
に
、
尚
お
之
を
役
す
る
の
み
な
ら

　
　
ず
、
幼
童
婦
女
に
至
る
ま
で
、
七
歳
以
上
の
者
に
は
悉
く
鼠
算
を
課
し
、
そ
の

　
　
上
尚
お
毎
人
献
費
と
し
て
六
十
三
銭
を
課
し
た
の
で
あ
る
（
9
6
ベ
ー
ジ
）

　
な
ど
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

③
　
前
掲
拙
稿
「
算
賦
課
徴
の
対
象
に
つ
い
て
」
。
最
近
、
籾
山
明
氏
が
、
「
爵
制
論

　
の
再
検
討
」
（
『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
一
七
八
、
一
九
八
五
）
に
お
い
て
、

　
嘆
美
定
生
氏
の
爵
叢
論
を
鋭
く
批
判
し
、
民
爵
賜
与
を
共
同
飲
酒
儀
礼
の
し
が
ら

　
み
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
「
賦
と
爵
と
は
、
と
も
に
戦
闘
軍
事
か
ら
生

　
ま
れ
た
双
生
児
で
あ
っ
た
」
と
い
う
私
の
言
が
、
は
じ
め
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い

　
る
。

④
　
馬
非
百
重
注
釈
『
塩
鉄
論
簡
注
』
中
華
書
局
、
一
九
八
四
、
4
ー
ペ
ー
ジ
。
禁
耕

　
篇
の

　
　
良
家
以
道
次
発
俄
運
。
塩
鉄
煩
費
。

　
　
（
良
家
は
道
次
を
以
っ
て
働
運
を
発
し
、
塩
基
費
を
煩
わ
す
）

　
の
注
釈
で
あ
る
。

⑤
良
家
に
つ
い
て

　
宮
綺
市
定
氏
前
掲
論
文
。
他
に
同
氏
「
中
国
上
代
は
封
建
制
か
都
市
国
家
か
」

　
（
『
史
林
』
三
三
－
二
、
　
一
九
五
〇
、
同
氏
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第
三
所
収
）
、
同

　
氏
『
九
品
官
人
法
の
研
究
隔
第
二
編
　
第
一
章
　
漢
代
制
度
一
斑
、
8
0
1
8
1
ペ
ー

　
ジ
他
。

　
　
片
倉
穣
氏
「
漢
唐
間
に
お
け
る
良
家
の
一
解
釈
」
（
『
史
林
』
四
八
…
六
、
一
九

　
六
五
）
。

　
　
米
田
賢
次
郎
氏
「
良
家
子
雑
感
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
二
六
－
四
、
　
一
九
六
八
）
。

⑥
　
西
嶋
定
生
氏
『
中
国
古
代
帝
国
の
形
成
と
構
造
』
第
二
章
、
第
三
節
　
民
爵
賜

　
与
の
対
象
、
踊
ペ
ー
ジ
）
。

⑦
片
倉
前
掲
論
文
。

⑧
　
浜
口
重
国
氏
『
唐
王
朝
の
賎
人
制
度
』
所
収
、
脇
ぺ
…
ジ
。

⑨
『
家
族
、
私
有
財
産
お
よ
び
園
家
の
起
原
』
（
『
マ
ル
ク
ス
”
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集

　
第
2
1
巻
』
所
収
）
、
九
　
未
開
と
文
明
　
瑚
～
恥
ペ
ー
ジ
。

⑩
　
同
輩
、
六
、
ロ
ー
↓
・
の
華
族
と
国
家
　
鋭
ペ
ー
ジ
。
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＠
　
t
の
こ
と
は
、
わ
が
国
の
策
洋
史
学
の
生
成
、
発
展
し
た
時
期
が
、
地
主
小
作

　
　
捌
の
支
配
的
で
あ
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
、
と
い
う
事
実
と
無
縁
で
は
な
い
と
考
え

　
　
る
が
、
今
は
、
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。

　
⑫
『
起
原
』
m
ペ
ー
ジ
。

　
　
　
　
　
　
五

　
前
簾
で
述
べ
た
よ
う
に
、
斎
燈
制
国
家
に
お
い
て
は
、
無
爵
を
所
持
す
る

こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
支
配
階
級
の
側
に
所
属
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ

故
、
爵
を
所
有
す
る
こ
と
は
、
こ
の
古
代
国
家
に
あ
っ
て
は
、
何
よ
り
も
望

ま
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
史
記
巻
捌
貨
殖
列
伝
に

　
　
　
斉
俗
賎
奴
虜
。
而
刀
闘
盲
愛
貴
之
。
集
黙
奴
。
人
之
所
患
也
。
唯
刀

　
　
闘
収
取
。
使
之
逐
漁
塩
商
質
之
利
。
或
連
車
騎
。
交
守
相
。
然
愈
益
任

　
　
之
。
終
得
実
力
。
起
富
数
千
万
。
即
日
。
寧
爵
号
勿
。
書
素
適
使
豪
奴

　
　
自
饒
而
潜
門
力
。

　
　
（
斉
の
俗
は
奴
虜
を
賎
し
む
。
而
し
て
刀
間
は
独
り
之
を
蒸
溜
す
。
桀

　
　
職
の
奴
は
人
の
患
う
る
所
な
り
。
唯
だ
刀
間
、
収
め
取
り
て
、
之
を
し

　
　
て
漁
二
幅
賞
の
利
を
逐
わ
し
む
。
或
い
は
車
騎
を
連
ね
て
守
・
相
に
交

　
　
わ
る
。
然
れ
ど
も
愈
益
々
之
に
任
ず
。
終
に
其
の
力
を
得
て
富
を
起
す

　
　
こ
と
数
千
万
。
故
に
曰
く
、
「
寧
爵
母
刀
」
と
。
其
の
能
く
豪
奴
を
し

　
　
て
自
ら
饒
か
に
し
て
而
し
て
其
の
力
を
尽
さ
し
む
る
を
言
う
。
）

と
あ
り
、
文
中
、
問
題
と
な
る
の
は
、
「
寧
爵
母
刀
」
の
四
字
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
こ
の
こ
と
ば
を
吐
い
た
の
は
、
勾
間
に
使
役
さ
れ
て
い
た
奴
隷
か

否
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
貨
殖
列
伝
に
は
、
「
故
日
」
と
い
う
例
が
、

こ
れ
以
外
に
四
箇
条
検
出
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
　
o
ゆ
　
管
子
修
之
。
（
中
略
）
是
以
斉
富
彊
至
於
威
宣
也
。
故
日
倉
魔
実

　
　
而
知
礼
節
。
衣
食
足
而
知
栄
辱
。
（
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　

　
　
②
訪
日
。
千
金
之
子
。
不
死
於
市
。
此
等
空
言
也
。
故
月
。
天
下
熈

　
　
煕
。
皆
為
利
来
。
（
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
　
㈲
　
白
丁
雲
母
変
。
故
人
棄
命
取
。
嫁
取
我
与
。
（
中
略
）
故
日
。
吾

　
　
治
生
産
。
猶
伊
勇
・
呂
尚
之
謀
。
孫
呉
用
兵
。
商
鞍
行
法
。
是
也
ρ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
　
β
o
　
亦
歳
二
輪
二
千
。
戸
百
万
面
謝
。
則
二
十
万
。
（
中
略
）
故
日
。

　
　
陸
地
牧
馬
二
百
蹄
。
（
下
略
）
。

　
右
の
う
ち
、
「
故
に
日
く
」
の
主
語
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
㈹
の

白
圭
の
ケ
ー
ス
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
て
、
清
の
銭
大
新
は
、
白

圭
は
魏
の
文
侯
に
仕
え
た
人
で
、
魏
の
文
侯
麗
じ
て
二
十
五
年
後
に
秦
の
孝

公
が
即
位
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
史
記
の
記
載
は
誤
っ
て
い
る
、
と
批
判
を

　
　
　
　
①

加
え
て
い
る
。
「
故
日
」
と
い
う
の
は
、
世
間
で
は
一
般
に
こ
の
よ
う
に
言

わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
漠
然
と
し
た
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で

　
②

あ
る
。
銭
大
所
は
、
「
寧
爵
揖
巧
」
に
つ
い
て
、

　
　
　
古
音
爵
与
醜
近
。
服
累
世
伝
解
職
云
。
爵
老
醜
也
。
所
以
醗
尽
其
材

　
　
也
。
此
以
刀
爵
合
韻
。
亦
読
宿
恨
酷
。
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（
古
音
に
て
は
、
爵
と
酷
は
近
し
。
服
慶
の
左
伝
解
誼
に
云
う
。
爵
と

　
　
は
醜
な
り
、
と
。
醗
は
以
っ
て
其
の
材
を
尽
く
す
所
な
り
。
此
れ
、
刀

　
　
爵
韻
を
合
す
、
亦
爵
を
読
ん
で
酷
の
如
く
す
。
）

　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

と
述
べ
て
い
る
。
押
韻
す
る
の
は
諺
に
多
い
例
で
、
右
の
②
に
「
千
金
之
子
。

　
　
　
む

不
死
於
市
」
と
あ
っ
た
が
、
ま
た
、
同
じ
く
貨
殖
列
伝
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
　
諺
日
。
百
里
不
興
樵
。
千
里
不
販
耀
。
屠
之
一
歳
。
種
之
以
穀
。
十

　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
筆
鋒
之
以
木
。
百
歳
来
迎
以
徳
。

と
あ
り
、
い
ず
れ
も
押
韻
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
寧
爵

癬
事
し
も
諺
に
近
い
よ
う
な
表
現
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
昼
間

の
奴
隷
た
ち
の
言
と
は
信
じ
難
い
。
西
橘
定
生
氏
は
、
「
奴
隷
の
身
分
か
ら

解
放
さ
れ
民
と
な
っ
て
爵
を
も
つ
よ
り
も
、
奴
隷
の
身
分
の
ま
ま
巧
間
の
と

こ
ろ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
ほ
う
が
の
ぞ
ま
し
い
と
い
う
こ
と
を
刀
間
の
奴
隷

が
い
っ
た
も
の
で
あ
る
、
と
解
釈
し
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
あ
る
。
」
と
解
し

　
　
　
　
　
④

て
お
ら
れ
る
が
、
奴
隷
の
身
分
で
あ
る
も
の
が
、
自
ら
を
解
放
す
る
か
、
或

い
は
、
刀
間
の
も
と
に
と
ど
ま
る
か
、
と
い
う
よ
う
な
選
択
の
余
地
が
あ
る

は
ず
が
な
い
。
七
科
の
謳
の
商
人
の
身
分
（
市
籍
）
か
ら
脱
け
出
す
の
に
も

三
代
の
経
過
を
要
す
る
の
は
、
す
で
に
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
考
え
て
、
「
寧
爵
母
巧
」
を
解
す
る
な
ら
ば
、
「
寧
ん
の
爵
ぞ
、
刀
の
奴

に
し
く
は
無
し
」
と
解
し
、
爵
を
持
つ
民
と
、
山
間
に
使
わ
れ
る
奴
隷
の
生

活
状
態
を
比
較
し
、
刀
間
の
奴
隷
の
生
活
の
め
ぐ
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
言
っ

た
も
の
で
あ
る
、
と
読
み
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
爵
（
民
爵
）
を
保
持
す
る
こ
と
が
い
か
に
有
利
で
あ
る
か
、
い
か
に
望
ま

し
い
こ
と
で
あ
る
か
、
を
理
解
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
は
じ
め
て
生
き

て
く
る
引
言
の
類
で
あ
っ
た
と
書
え
よ
う
。

　
本
稿
で
述
べ
た
思
潮
制
国
家
（
真
実
の
意
味
で
の
古
代
国
家
）
の
起
原
は

い
っ
か
、
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
や
は
り
秦
の
商
軟
の
改
革
に
始
ま
る
、
と

私
は
考
え
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

ま
た
、
古
代
国
家
の
終
末
は
い
っ
か
、
と
聴
か
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
そ

の
起
原
ほ
ど
判
然
と
は
し
な
い
が
、
ま
ず
後
漢
時
代
（
長
い
過
渡
期
と
な
る

が
）
と
答
え
た
い
。
既
に
前
漢
末
に
お
い
て
、
反
徒
が
武
庫
を
襲
撃
し
て
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

器
を
奪
取
す
る
と
い
う
記
事
が
散
見
す
る
。
武
庫
こ
そ
は
、
古
代
国
家
ゲ
バ

ル
ト
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
の
集
中
的
表
現
で
あ
っ
た
。
反
乱
が
鎮
圧
さ
れ
た

と
は
言
え
、
古
代
国
家
そ
の
も
の
は
、
深
刻
な
倒
壊
の
危
機
に
た
ち
至
っ
て

い
た
こ
と
を
観
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
①
『
二
十
二
史
考
異
』
巻
5

　
②
「
故
日
」
の
四
例
に
徴
し
て
も
、
こ
の
故
を
論
理
的
な
故
と
断
じ
る
ほ
ど
の
理

　
　
由
は
な
い
、
と
思
う
。
宮
崎
氏
「
七
支
刀
銘
文
試
釈
」
（
『
東
方
学
』
六
四
、
一
九

　
　
入
潮
）
参
照
。

　
③
『
二
十
二
史
考
異
』
巻
5

　
④
　
西
嶋
舳
朋
二
三
一
蹴
ペ
ー
ジ
。

　
⑤
　
影
山
剛
氏
『
中
国
古
代
の
商
工
業
と
専
売
制
』
W
　
申
国
古
代
の
製
鉄
手
工
業

　
　
と
専
売
欄
、
特
に
鋤
～
蹴
ペ
ー
ジ
。
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占ノ、

　
山
田
勝
芳
氏
は
、
前
漢
前
期
の
財
政
難
構
図
を
作
成
し
、
国
家
財
政
の
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

入
と
し
て
次
の
項
目
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。

　
　
①
算
賦
　
②
田
租
　
③
公
田
　
④
糊
藁
税
・
（
更
賦
・
売
官
爵
・
墜
落
）

　
本
稿
で
論
じ
た
と
こ
ろ
を
基
本
に
し
て
項
目
を
掲
げ
れ
ば
次
の
如
く
と
な

る
で
あ
ろ
う
。

　
　
①
賦
（
銭
）
　
②
売
嘗
・
爵
の
収
入
　
③
畷
罪
納
付
金
　
④
葛
三
旬

　
　
⑤
受
爵
の
た
め
の
納
粟
　
⑥
公
田
　
⑦
帝
室
財
政
か
ら
の
融
資
（
但
し

　
　
経
常
的
な
収
入
で
は
な
い
）

　
右
の
う
ち
、
も
っ
と
も
重
要
で
あ
り
、
根
幹
を
な
す
の
は
①
の
賦
で
あ
る

こ
と
は
、
本
稿
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
②
以
下
の
収
入
は
補
足
的
、
第

二
義
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

　
本
論
文
に
は
、
特
に
結
論
を
必
要
と
し
な
い
。
た
だ
、
複
雑
な
事
象
を
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

り
に
も
簡
略
化
し
す
ぎ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
、
と
い
う
批
判
を
蒙
り
そ
う

で
あ
る
。
私
は
、
簡
略
化
し
得
る
こ
と
な
ら
簡
略
化
す
る
に
越
し
た
こ
と
は

な
い
、
否
、
む
し
ろ
、
そ
れ
は
、
歴
史
を
学
ぶ
者
の
責
務
で
あ
る
、
と
さ
え

考
え
て
い
る
。

　
①
山
田
勝
芳
氏
「
均
輸
平
準
と
桑
弘
羊
－
中
国
古
代
に
お
け
る
財
政
と
商
業

　
　
1
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
四
十
［
一
三
、
一
九
八
一
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
企
九
八
五
年
十
二
月
三
十
臼
重
圏
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
（
漁
歌
山
鍛
立
陵
雲
高
等
学
校
教
頭
　
和
歌

122 （434）




